
～ 比較法研究所 活動紹介 共同研究④「北欧法制の研究」～ 

 

比較法研究所の実施する共同研究についてご紹介します。4 回目は、「北欧法制の研究」グループの研

究会を見学させていただきました。代表者の松澤伸先生はじめ、メンバーの尾形祥先生、尾崎安央先生、

木崎俊輔先生、李艶紅先生のお話を聞くことができました。 

 

― 最近の研究の取り組みをお聞かせください。 

 本日の研究会は、メンバーのそれぞれが個別に研究しているテー

マを持ち寄り、報告をしあい、今後の研究の方向性を合意する場と

して設けられました。本研究会は、刑事法を専攻とするメンバーと

企業法を専攻とするメンバーで構成されていますから、考えられる

刑事法と企業法のコラボレーションのうち、北欧法を対象とするこ

とで有意義な分野を重視していきたいと思っています。また、北欧

法そのものの研究はもちろんですが、北欧の社会や文化が法にどのように影響を与えているのかといっ

た社会学的な検討も学際的研究の一環として取り入れていくことが理想です。 

 

―比較法研究所でも取り組んでいる「持続可能性法学」との関係ではいかがでしょうか。 

 そうですね。関心があるのは、北欧法を参照しながら、犯罪

者の社会復帰や死刑制度といった問題を持続可能性との関係で

論ずることです。犯罪者を「持続」的に社会に受け入れるとい

う文脈での研究は重要ですし、さらに、死刑制度というのは、

人の持続性の決定的な排除ということができ、そういった観点

からの検討を深めたいと考えています。 

 また、企業法の観点からは、スウェーデンの財団法制を 1 つの研究トピックとすることも考えていま

す。というのも、スウェーデンでは、国内の有力企業を支配する Wallenberg 財団が 2017 年に設立 100 周年

を迎えました。支配株主としての財団が北欧企業の持続可能性に貢献しているのではないかという仮説

を持っています。 

 

―ありがとうございました。 

 

（編集より）                               

  日本法の研究において比較法対象として北欧を扱うことは難しいとい

うイメージを持っていたのですが、研究会で、先生方が北欧法も日本法も同

じくドイツ法を母法としておりその点で兄弟の位置づけにあるといったご

指摘をされたり、アメリカ法において学説がスウェーデン法を参照しながら

発展しているというお話をされているのを伺い、日本法の研究のための北欧

法がぐんと身近に感じられるようになりました。また、2017 年は日本・デン

マーク国交 150 周年にあたり、比較法研究所では、松澤先生のご企画で様々

な行事が予定されています。それらも大変楽しみです。 


